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川崎町広報かわさき制作業務委託公募型プロポーザル実施要項 
 
１．委託業務の趣旨 

「広報かわさき」（以下、「広報紙」という。）の発⾏⽬的は、町政に関する必要な事
項並びに町が進める施策の⽬的を町⺠に周知し、その理解を深めるとともに町⺠相互のま
ちづくりへの関⼼を⾼めるものである。 

企画・取材・撮影の⼀部・編集・デザイン・レイアウト・校正・印刷・製本・納品を業
務委託することで、⺠間企業が有する専⾨性・技術⼒・アイデア等を導⼊することによ
り、町⺠がより読みやすい、読みたくなる広報紙の発⾏を⽬指すものである。 
 
２．業務内容について 
（１）委託業務名 

川崎町広報かわさき制作業務委託 
（２）業務の範囲 
  受託者は、次の業務遂⾏にあたり、川崎町企画情報課と協議のうえ承認を得なければ

ならない。 
ア 企画・取材全般及び撮影 
イ 編集・デザイン（デザイン・レイアウト、図表等の作成等） 
ウ 校正・校閲（原稿校正、内部校閲等） 
エ 印刷製本（広報紙の製版、印刷、製本） 
オ 電⼦データ作成（発⾏物のＰＤＦ形式データ等） 
カ 納品 
※折込業務は別途契約することとする。 

（３）契約⽅法 
公募型プロポーザル⽅式による随意契約 

（４）契約期間 
契約締結⽇から令和１１年３⽉３１⽇まで 

 
３．契約上限額について 

⾦４４，０００千円（消費税及び地⽅消費税の額を含む。） 
 （令和８年３⽉号〜令和１１年３⽉号分） 
 
４．参加資格について 

本プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加者」という。）は、次に掲げる事項の
全ての要件を満たすこととする。 
（１）法⼈格を有し、本業務に関する委託契約を本町との間で直接締結できる⺠間事業者、
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団体であること。 
（２）地⽅⾃治法施⾏令第１６７条の４（昭和２２年政令第１６号）の規定に該当してい

ないこと。 
（３）会社更⽣法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更⽣⼿続開始の

申⽴て⼜は⺠事再⽣法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再⽣⼿
続開始の申⽴てがなされていないこと。 

（４）参加表明書の提出⽇（以下「申請⽇」という。）において、福岡県⼜は川崎町から競
争⼊札参加資格の停⽌を受けていないこと。 

（５）申請⽇において、国税及び市町村税を滞納していないこと。 
（６）川崎町暴⼒団排除条例（平成２２年条例第１号）に規定する暴⼒団及び暴⼒団員等

でないこと⼜は暴⼒団員等と関係を有している者でないこと。 
（７）役員（法⼈の監査役及び監事を含む。）が、次のいずれかに該当しないこと。 

ア 破産⼿続開始の決定を受けて復権を得ない者 
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執⾏を終わり、⼜はその刑の執⾏を受けること
がなくなった⽇から２年を経過しない者 

（８）本プロポーザル実施要項「２．（２）業務の範囲」業務の範囲に記載された各項⽬
を実施できる能⼒を有していること。 

（９）個⼈情報保護⽅針等を整備し、個⼈情報を適切に利⽤、管理する体制が整っている
こと。 

（10）本プロポーザル実施要項「２．（２）業務の範囲」の業務を他⾃治体から受託し、
適正に実施した実績があること。 

 
５．選定等スケジュールについて 

実施内容 期⽇等 
公募開始 令和８年４⽉３０⽇（⽊） 

参加表明書等に関する 
質問書の受付期間 

令和 8 年４⽉３０⽇（⽊）から 
令和８年５⽉８⽇（⾦） 

参加表明書等に関する 
質問書に対する回答期限 

令和 8 年５⽉１２⽇（⽕）１７時 

参加表明書の提出期間 令和８年４⽉３０⽇（⽊）から 
令和８年５⽉１３⽇（⽔）１６時 

第１次審査（書類審査）結果通知 令和８年５⽉２１⽇（⽊） 
企画提案書等に関する質問書の 

受付期間 
令和 8 年 5 ⽉２２⽇（⾦）から 
令和 8 年６⽉２⽇（⽕）１７時 

企画提案書等に関する質問書に 
対する回答期限 

令和８年６⽉４⽇（⽊）１７時 
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企画提案書等の提出期間 令和８年 5 ⽉２２⽇（⾦） 
から令和８年６⽉９⽇（⽕）１６時 

第２次審査 
（プレゼンテーション審査） 

令和８年６⽉１６⽇（⽕） 

最終審査結果通知 令和 8 年６⽉１８⽇（⽊） 
※最終審査結果の通知後、事前協議を⾏った後、契約を締結する。 
※⽇程については、事務上の都合等により変更する場合がある。 

 
６．実施要項等の交付について 
（１）交付資料 

ア 川崎町広報かわさき制作業務委託公募型プロポーザル実施要項【本資料】 
・川崎町広報かわさき制作業務委託公募型プロポーザル参加表明書兼誓約書（様式第

１号） 
・事業者概要書（様式第２号） 
・役員等調書及び照会承諾書（様式第３号） 
・業務実績調書（様式第４号）※成果品の現物も提出すること。 
・業務実施内容について（様式第５号） 
・辞退届（様式第６号） 
・参加表明書等に関する質問書（様式第７号） 

イ 川崎町広報かわさき制作業務委託企画提案書記載要領【別添１】 
・企画提案書（様式第８号−１〜５） 
・⾒積書（様式第９号） 
・企画提案書等に関する質問書（様式第１０号） 

ウ 仕様書【別添２】 
 ・令和８年８⽉号〜令和９年７⽉号広報発⾏⽇程案（別紙１） 
 ・広報かわさき納品⽅法及び納品場所（別紙２） 
 ・個⼈情報取扱特記事項（別記） 
エ サンプルページ作成要領【別添３】 

（２）交付等の⽅法 
川崎町公式ホームページ（ダウンロード） 

 
７．参加表明書等の受付について 
（１）提出期間 

令和８年４⽉３０⽇（⽊）から令和８年５⽉１３⽇（⽔）１６時までに持参すること。
※⼟⽇祝⽇を除く 
（２）提出先 

本プロポーザル実施要項「１８．問合せ及び提出先について」に記載する提出先のとお
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り。 
（３）提出書類 各１部 

ア 参加表明書（様式第１号） 
イ 事業者概要書（様式第２号）                
ウ 役員等調書及び照会承諾書（様式第３号）     
エ 業務実績調書（様式第４号）      
オ 業務実施内容について（様式第５号）   
カ 法⼈の履歴事項全部証明書（登記簿謄本）の写し   
キ 直近年度の納税証明書 
ク 事業者概要がわかるパンフレット等 
※カ、キについては、発⾏後３か⽉以内のものに限る。 

（４）提出⽅法 
「（３）提出書類」に記載する全ての書類を持参するとともに、ア、イ、ウ、エ、オに

ついては、ＰＤＦファイルに変換した電⼦データをＣＤ−ＲＯＭ⼜はＤＶＤ−ＲＯＭ１枚
に収め提出する。書類及びデータは提出期限内に持参されたものに限り受け付けるものと
する。また、不備があった場合は受付ができないため、余裕をもって提出すること。 
 
８．参加表明書等に関する質問及び回答について 
（１）質問⽅法 

ア 提出期間 
令和８年４⽉３０⽇（⽊）から令和８年５⽉８⽇（⾦）１７時までに提出するこ
と。 

イ 提出先 
本プロポーザル実施要項「１８．問合せ及び提出先について」に記載する提出先 

ウ 提出書類 
参加表明書等に関する質問書（様式第７号） 

エ 提出⽅法 
参加証表明書等の提出についての質問は、参加表明書等に関する質問書（様式第７号）

を電⼦メールにより提出し、着信確認の電話連絡を川崎町企画情報課の担当者宛てにす
ること。なお、⼝頭による質問及び提出期限を過ぎた質問は⼀切受け付けない。 

（２）回答⽅法 
令和８年５⽉１２⽇（⽕）１７時までに、この時点で質問内容及び回答を参加表明書

（様式第１号）を提出した全ての者に、事業者概要書（様式第２号）に記載されたメー
ルアドレス宛てに電⼦メールで回答する。なお、質問者名は公表しない。 

 
９．第１次審査（書類審査）の実施について 
（１）実施⽅法 



5 
 

第１次審査は書類審査にて実施する。選定委員会において審査を⾏い、参加表明者が多
数となった場合は、第２次審査参加者を３者程度に選定する。 
（２）審査⽅法 
 提出された書類等を元に、「川崎町広報かわさき制作業務委託公募型プロポーザル選定
委員会」（以下「選定委員会という。」）が総合的に判断し、審査する。 
（３）審査結果 

令和８年５⽉２１⽇（⽊）に「参加表明書提出者選定通知書」⼜は「⾮選定通知書」の
いずれかを参加表明者あてに書⾯及びメールにて送付する。 

第１次審査の内容に対する問合せについての回答は⾏わない。参加希望者は第１次審査
の実施後、不知または内容の不明を理由として異議申⽴てすることはできない。 
 
１０．企画提案書等の提出について 

川崎町広報かわさき制作業務委託企画提案書記載要領【別添１】を確認のうえ、次のと
おり提出すること。 
（１）提出期間 

令和８年５⽉２２⽇（⾦）から令和８年６⽉９⽇（⽕）１６時までに持参すること。 
※⼟⽇祝⽇を除く 

（２）提出先 
本プロポーザル実施要項「１８．問合せ及び提出先について」に記載する提出先 

（３）提出書類・提出形式・部数 
提出書類は、次表の提出形式・部数の指定に従って提出すること。 

提出書類 
提出形式・部数 

 
１ 企画提案書表紙（様式第８号−１） ・【別添１】を参考に作成すること。 

・提出書類３のサンプルページについて
は、【別添３】を参考に作成すること。 
【紙】提出部数１１部 
【電⼦データ】PDFデータにより提出 

２ 企画提案書（様式第８号−２〜５） 

3 サンプルページ（様式第８号に添付） 

４ ⾒積書（様式第９号） 

（４）提出⽅法 
「（３）提出書類・提出形式・部数」に記載する全ての書類を持参するとともに、電⼦

データをＣＤ−ＲＯＭ⼜はＤＶＤ−ＲＯＭ１枚に収め提出すること。書類及びデータは提
出期限内に持参されたものに限り受け付けるものとする。  

また、不備があった場合は受付ができないため、余裕をもって提出すること。 
（５）その他 
 ア 企画提案は、１者につき１案とする。 
 イ 事前説明会は実施しない。 
 ウ 企画提案において、プレゼンテーション審査当⽇の追加資料の配布は認めない。 
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１１．企画提案書等に関する質問及び回答について 
（１）質問⽅法 

ア 提出期間 
令和８年５⽉２２⽇（⾦）から令和８年６⽉２⽇（⽕）１７時までに提出するこ
と。 

イ 提出先 
本プロポーザル実施要項「１８．問合せ及び提出先について」に記載する提出先 

ウ 提出書類 
企画提案書等に関する質問書（様式第１０号） 

エ 提出⽅法 
企画提案書等に関する質問書（様式第１０号）を電⼦メールにより提出し、着信確

認の電話連絡を川崎町企画情報課の担当者宛てにすること。なお、⼝頭による質問及
び提出期限を過ぎた質問は⼀切受け付けない。 

（２）回答⽅法 
質問内容及び回答を令和８年６⽉４⽇（⽊）１７時までに、第１次審査（書類審査）

にて選定された全ての者に、事業者概要書（様式第２号）に記載されたメールアドレス
宛てに電⼦メールで回答する。なお、質問者名は公表しない。 

 
１２．辞退表明 

参加表明書提出後に辞退する場合は、必要書類の提出期限までに辞退届（様式第６号）
を本プロポーザル実施要項「１８．問合せ及び提出先について」記載する提出先に電⼦メ
ールで提出すること。 
 
１３．第２次審査（プレゼンテーション審査）の実施について 

プレゼンテーションによる審査を実施し、総合的に判断して最優秀者及び優秀者を各１
者選定する。なお、企画提案書を提出した参加者が１者のみの場合であっても審査は実施
する。 
（１）実施⽇及び実施場所 

令和８年６⽉１６⽇（⽕）川崎町役場 ⼊札室 
実施の詳細は、参加事業者に令和８年６⽉１１⽇（⽊）以降、速やかに電⼦メールによ

り連絡する。 
（２）実施内容 
  プレゼンテーションは、本プロポーザル実施要項「１３．第２次審査（プレゼンテーシ
ョン審査）」内の「（６）審査⽅法 イ」内の第２次審査（プレゼンテーション審査）審査
基準の項⽬の順に⾏うものとする。 

準備５分以内、プレゼンテーション３０分以内、質疑応答１５分程度で実施する。 
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（３）会場設営 
スクリーン、プロジェクター（HDMI 接続）などの設置は、事務局で⾏う。ただし、パ

ソコン及び外部ネットワーク接続（インターネット）環境は確保しないので、必要に応じ
準備すること。 
（４）出席者 

本業務の担当予定となる者３⼈以内（総括責任者を含む） 
（５）審査⽅法 
ア 選考委員会の委員ごとの採点結果の合計を提案評価点とする。 
イ 審査は、次の表「第２次審査（プレゼンテーション審査）評価項⽬及び配点」の項⽬

により実施する。 
・第２次審査（プレゼンテーション審査）評価項⽬及び配点 

審査項⽬ 評価項⽬ 評価基準 配点 

 
 
 
 
 
1  

 
 
 
 
 
企 画 ・ 編
集 ・ デ ザ
イン  

 
デザイン 

様式第８号−２   

表紙及び裏表紙は、広報紙にふさわしいビジュアル
で、読者の興味を惹く、読みたくなるデザインになっ
ているか。 

  10点 

 
企画 

様式第８号−２ 、８号−４  

特集は、川崎町の魅⼒や課題などを的確に捉え、町⺠
が興味を持ちやすい題材・内容となっているか。  

10点 

 
 訴求⼒ 

様式第８号−２、８号−５   

読者のメインターゲットが明確で、⼯夫や仕掛けによ
って伝えたい情報を訴求できる紙⾯となっているか。 

  10点 

 
編集 

様式第８号−２   

読者に配慮した⾊使い、デザインの統⼀感、写真や⽂
字の配列等、全体的に読みやすく落ち着きのある紙⾯
となっているか。  

10点 

 
 

2  

 
業務の取
組⽅針  

 
業務実
績・実施
体制 

様式第８号−３   

業務実績があること。 
広報を⼗分理解し、かつ町と連携して業務を進める
にあたり、実施体制が確⽴されていること。  

10点 

 
 
 

３ 

 
 
 
取材・制
作  

 
 

取材 
・調整 

様式第８号−３   

取材時の対応、川崎町企画情報課及び担当課と連絡
調整を円滑かつ柔軟に進められることが期待される
か。  

  10点 
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業務遂⾏ 

様式第８号−３  

 

10点 

制作スケジュールが、遅延なく発⾏できるものとなっ
ているか。 
 

 
校正 

・校閲 

様式第８号−３  

校正・校閲の作業を円滑に実施することが期待され
るか。  

  10点 

 
 
４ 

 
 
追加提案
等  

 
 
追加提案 

様式第８号−３   

追加提案、特典等が業務の効率化や町の利益をもたら
すものとなっているか。  

 

 10点 

 
５  

 
⾒積価格  

 
⾒積額 

様式第９号  

契約上限額と⽐較して削減が図られているか。    10点 

（６）その他 
ア 本プレゼンテーションは企画提案書の受付順で実施する。 
イ 提案者は、審査中に事業者名等、⾃社が特定できるような情報を公表しないこと。 
ウ プレゼンテーションの際、追加資料の提出や記載された内容の変更は⼀切認めない

ものとする。 
エ プレゼンテーション及び質疑応答は、⾮公開とする。 
オ 選定委員会の審査は⾮公開とし、選定結果に対する異議申し⽴ては受け付けない。 
カ 企画提案書に基づいたプレゼンを⾏うこと。 

 
１４．選考結果の通知について 
（１）選考結果は、各参加事業者に対し、令和８年６⽉１８⽇（⽊）までに書⾯及び電⼦

メールで通知する。 
（２）選考結果についての異議等は⼀切受け付けない。 
 
１５．失格事項について 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。また、本プロポーザルにおいて、応募者が失
格となった場合であっても、当⽅は応募者に対し⼀切の損害賠償義務を負わない。 
（１）本プロポーザル実施要項「５．参加資格について」の要件を満たさなくなった場合 
（２）提出書類に虚偽記載があった場合 
（３）実施要項等に⽰した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 
（４）提出書類に盗⽤した疑いがあると認められる場合 
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（５）⾒積書（様式第９号）に記載する⾒積⾦額が、本プロポーザル実施要項「４．契約
上限額について」で⽰している⾦額を超えている場合 

（６）提出期限を過ぎて提案書等が提出された場合 
（７）第２次審査を正当な理由なく⽋席した場合 
（８）審査に公平性を害する⾏為があった場合 
（９）前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する⾏為があった場合 
 
１６．契約の締結について 
（１）最優秀者に選定された者と企画提案等の内容をもとに詳細を協議し、仕様書の内容

を確定させたうえで契約を締結する。なお、企画提案の内容については、⾒積書（様
式第９号）に記載した⾒積⾦額内で実施できることを確約したものとみなす。優先交
渉権者との契約締結協議の結果、合意に⾄らなかった場合⼜は失格事項若しくは不正
と認められる⾏為が判明した場合は、順次、次の順位以降の者を繰り上げてその者と
協議する。なお、審査結果が満点の６割未満の者とは協議しないものとする。 

（２）契約を締結する際は、契約期間のうち、契約⾦額を年度毎に分け、⾦額が最⾼とな
る１つの年度の契約⾦額の１割以上の契約保証⾦を納めなければならない。ただし、
保険会社との間に川崎町を被保険者とする履⾏保証契約を締結したときは契約保証⾦
の納⼊を免除する。 

（３）⾃然災害の発⽣及び感染症の流⾏等の場合には、契約締結が⾏えないことや事業内
容を変更することがある。この場合、受託候補者は、本事業に係る契約ができなかっ
たことにより⽣じた損害賠償について、町に請求できないものとする。 

 
１７．その他 
（１）本業務の実施に際し、個⼈情報の処理等を⾏う場合には、川崎町個⼈情報保護法施

⾏条例（令和 5 年 3 ⽉ 20 ⽇条例第３号）に基づき、個⼈情報の漏洩、滅失及びき損に
対する防⽌措置を⾏うこととする。 

（２）本業務において知り得た情報（周知の情報を除く）を本業務の⽬的以外に使⽤し、
または第三者に開⽰もしくは漏えいすることは固く禁じる。 

（３）本業務は、本業務の全部または主要部分を第三者に委託することはできない。また、
本業務の⼀部を委託しようとする場合は、委託する業務、委託先等を記載した書類を
町に提出し承認を得なければならない。 

（４）本業務の実施に際し、仕様書との不⼀致または不備が発⾒された場合は、無償で是
正措置を⾏うこととする。 

（５）本プロポーザルに係る費⽤については、すべて各参加事業者の負担とする。また、
やむを得ない理由の発⽣により本プロポーザルを中⽌することがあるが、この場合、
本プロポーザルに要した費⽤を本町に請求することはできない。 

（６）提出書類は、返却しない。また、選考を⾏う作業に必要な範囲及び担当課が部署内
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で説明を⾏う場合において、複製を作成することがある。 
（７）提出書類の著作権等の取扱いについて、提出書類に含まれる著作物の著作権は各参

加事業者に帰属する。川崎町は、本プロポーザルにおいて提出された著作物を公表そ
の他の⽬的のために利⽤する場合は、あらかじめ、その参加業者の許諾を得るものと
する。 

（８）川崎町企画情報課の対応可能な時間帯は、９時から１７時までとし、⼟曜⽇、⽇曜
⽇及び祝⽇は、受け付けない。 

（９）この件に関する問い合わせは、すべて電⼦メールで⾏うこととする。 
（１０） 提出された書類については変更できないものとし、原則として返却しないものとする。 
（１１）川崎町から得た資料・情報等は取扱いに注意するとともに、無断で提案に係る検

討以外の⽬的で使⽤することを禁⽌する。 
（１２）本要項に定めるもののほか、提案にあたって必要な事項が⽣じた場合は、各事業

者に通知する。 
 
１８．問合せ及び提出先について 

〒８２７−８５０１ 福岡県⽥川郡⼤字⽥原７８９番地の２ 
川崎町役場 企画情報課 企画調整係 
電 話 ０９４７−７２−３０００（内線３０１） 
電⼦メールアドレス kikaku@town.fukuoka-kawasaki.lg.jp 
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